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③ 組織図 

（令和 3 年 11 月 1 日現在）
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ウ．改正沖縄振興特別措置法における当公庫の役割 

改正沖縄振興特別措置法においては、観光関連施設の整備や情報通信産業等の用に供する施設の整備、製

造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設の整備、国際物流拠点産業集積地域の区域内の

事業の用に供する施設の整備、農林水産業の振興のための事業の実施、電気の安定的かつ適正な供給の確保

に特に寄与すると認められる設備の整備、中小企業の振興のために必要な資金の確保が規定されています。また、

当公庫の特例業務であるベンチャー企業向けの出資が引き続き規定されています。加えて、同改正に伴い「簡素

で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）の一部改正が行われ、

「平成24年度を初年度とする10箇年の期間が経過した後」において日本政策金融公庫へ統合するものとされまし

た。引き続き、当公庫による政策金融が国の財政措置と並んで車の両輪として機能を果たしていくことが大きく期

待されています。 

 

内閣府沖縄担当部局予算額と沖縄公庫出融資額の推移 
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（億円）

内閣府沖縄担当部局予算額

沖縄公庫出融資額

令和2

年度

 

沖縄振興策の体系

（地域限定の総合政策金融で民間事業を支援）

沖縄公庫の政策金融

沖縄振興（開発）計画

＜沖縄振興（開発）特別措置法＞

沖縄振興開発事業

（高率補助等による公共投資） “車の両輪”として沖縄振興を推進

政策金融による経済の振興・社会の開発がより重要に

◇ 「本土との格差是正」から

「民間主導の自立型経済の

構築・発展」へ政策転換

◇ 極めて厳しい財政事情

注)内閣府沖縄担当部局予算額は補正後のデータである。 

資料：沖縄公庫作成 
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ア．資金運用収支の内訳等

 (単位：億円、％) 

令和元年度 令和2年度 

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り 

資金運用勘定 7,855 95 1.21 

0.55 

9,479 89 0.94 

0.39 資金調達勘定 7,251 40 9,050 36 

資金運用収支(利回り差) － 55 (0.66) － 54 (0.55) 

(注) 1. 資金運用勘定(平均残高)＝貸付金平均残高－貸付受入金平均残高 

2. 資金調達勘定(平均残高)＝借入金等平均残高

3. 資金運用収支＝貸付金利息－借入金利息－債券利息－寄託金利息

○ 各種金利の推移(月末時点)

  (単位：％) 

年月(月末時点) 

長期 

プライムレー

ト 

財政融資資金 

貸付金利 

基準金利 

産業開

発 
中小/生業/生衛 住宅 

令和２年1月 

2月 

3月 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

12月 

令和３年１月 

2月 

3月 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

10月 

11月 

0.95 

↓ 

↓ 

1.10 

1.05 

↓ 

↓ 

1.00 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

0.005/0.070/0.200/0.300 

0.001/0.030/0.100/0.200 

0.002/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.007/0.200/0.200/0.300 

0.003/0.080/ ↓ /  ↓ 

↓  / ↓ / ↓ /  ↓ 

0.005/0.100/ ↓ /  ↓ 

0.003/ ↓ /0.300/  ↓ 

↓  /0.200/ ↓ /0.400 

0.002/0.090/0.200/0.300 

0.003/0.100/0.300/0.400 

0.002/0.090/0.200/0.300 

↓ /0.070/ ↓ /  ↓ 

↓ /0.100/0.300/0.400 

0.005/0.200/ ↓ /  ↓ 

0.004/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.003/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.004/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.003/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.002/0.080/0.200/0.300 

↓ /0.090/ ↓ /  ↓ 

0.003/0.200/0.300/0.400 

0.004/ ↓ / ↓ /  ↓ 

0.65 

↓ 

↓ 

0.80 

0.75 

↓ 

↓ 

0.70 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

0.81 / 1.61/ 1.61 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

0.82/1.62/1.62 

0.81/1.61/1.61 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ /1.56/1.56 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

0.84/1.59/1.59 

0.83/1.58/1.58 

0.82/1.57/1.57 

↓ / ↓ / ↓ 

↓ / ↓ / ↓ 

0.81/1.56/1.56 

↓ / ↓ / ↓ 

0.77/1.52/1.52 

0.78/1.53/1.53 

0.92 

0.93 

0.60 

0.76 

0.86 

0.84 

↓ 

↓ 

0.85 

0.94 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

1.02 

1.04 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

0.94 

0.95 

1.04 

(注) 1. 財政融資資金貸付金利率欄は、期間7年据置1年、期間15年据置2年、期間20年据置2年、期間25年

据置2年の金利。

2. 事業系資金（産業開発、中小/生業/生衛）の基準金利は貸付期間10年の金利。

（基準金利について) 

  「基準金利」とは、当公庫の貸付制度である基本資金等に適用される金利であって、長期プライムレート、 

財投金利その他の事由を勘案し主務大臣の承認を受けて定められます。 

  当公庫には基準金利のほか、政策的な観点から特定の事業や資金使途等について基準金利よりも低い利率 

が適用される特別な金利が設けられています。 
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2．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 

沖縄の目指す自立型経済の発展のためには、県経済を牽引する産業の振興が最重要課題であり、金融の円滑な

資金供給を通じて、民間主導の産業振興を図る必要があります。 

当公庫は、独自貸付制度の創設・拡充を図り、沖縄において自立経済の発展に向けた産業の振興に寄与する事

業を支援するとともに、子どもの貧困対策や雇用の維持・質の改善、創業やベンチャー企業への支援、離島振興に

係る貸付の推進、セーフティネット対応、事業再生への積極的な取組など、適切なリスクの担い手として、民間では困

難な分野に重点化した業務を推進してきました。また、新型コロナウイルス感染症への対応策を最優先として全力を

挙げて取り組むこととし、事業者の実情を踏まえた親身かつ迅速な対応に努めています。 

今後とも、国・県等の重点施策と一体となって、事業の円滑な執行に努めるとともに、民間金融機関との役割分担

を徹底し、当公庫が有する金融手法を積極的に活用しつつ、多様な資金ニーズにきめ細かく適切に対応していく必

要があります。 

(1) 当公庫の果たすべき役割

国・県等の重点施策と一体となって、当公庫の政策金融機能を充実し、積極的に活用するとともに、事業計画の

円滑な執行に努めます。 

その際、政策金融改革等の流れの中で、民間金融機関との役割分担が強く求められていることを踏まえ、セーフ

ティネット機能や適切なリスクの担い手、長期安定資金の出し手など民間では困難な役割に重点化していくとともに、

民間との積極的な協調・連携を図り、事業再生等の取組を推進します。 

また、今後とも、政策金融ニーズを踏まえた金融手法の導入・改革と積極的な活用に努めてまいります。 

(2) 政策金融改革への対応

政策金融改革については、政策金融全体の検討課題とされている事項及び当公庫固有の事項について、沖縄の

地域特性及び政府の沖縄振興施策との整合性にも留意しつつ、実施可能な事項については随時実施する等適切

に対処します。 

(3) コンプライアンス体制の確立

コンプライアンスに関する組織的取組について基本事項を定めた「法令等の遵守に関する規程」を制定し、役員

自ら率先して体制の整備に取り組んでいます。また同規程に基づいて理事長を委員長とする「コンプライアンス委員

会」を設置して、コンプライアンスに関する重要な事項を審議し、業務の適正な遂行に資するものとしています。 

平成16年4月に、コンプライアンスに関する総括部署として総務部にコンプライアンス総括室を設置（平成27年4月

から企画調査部（現 業務統括部）に移設）し、コンプライアンス体制を推進するための企画立案と総合調整を行い、

関係部署と連携してこれを円滑に実践するために、各部店にはそれぞれコンプライアンス責任者及びコンプライアン

ス担当者を配置しています。

コンプライアンスに関する具体的な取組については、コンプライアンス実践のための手引書として、具体的な行動

の留意点等を記載した「コンプライアンスマニュアル」を制定し、これを全役職員に周知徹底しています。また体制の

整備や関連研修等の実践計画としてコンプライアンスプログラムを毎年度策定し、コンプライアンスの重要性の認識

について、各部店における研修の開催及び通信教育等を通じて、その周知徹底に努めています。また、反社会的勢

力やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る体制を整備して、当公庫との関係を遮断・排除することが、

国民からの信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保のために不可欠であることを認識し、警察等関係機関と

も連携して適切に対応しています。 
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